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1. 法人の長によるメッセージ 

 

 令和 5年度（2023 年 4月〜2024年 3月）に入って最初の大きな出来事は、5

月に新型コロナウイルスが 5類へ移行したことである。もちろんその後も感染

者は発生し、当院においても時に感染アウトブレイクが見られた。令和 6年 4

月の時点で病院内は原則マスク着用と面会もある程度の制限を設けているが、

幸いコロナ感染のみで死に至る可能性はきわめて小さくなり、世間的にも感染

者を特別視しない風潮となっている。このような状況により、令和 5年度下半

期からは当院として本来の機能である救急医療と病診連携による紹介患者を中

心とした医療にほぼ専念できるようになってきたことは有難い。 

 令和 5年度は地方独立行政法人として第 2期中期計画の初年度という点でも

重要な年であった。まず大型設備投資の面では手術支援ロボット"hinotori"を

10月に導入し、令和 6年 1月から泌尿器科での前立腺がん手術、外科での結腸

がん手術に運用を開始した。手術点数請求にはもう少し時間を要するが、外科

系医師達のモチベーション向上に役立っていることを実感している。次年度中

には産婦人科手術への導入も計画している。 

 次に長年の懸念事項であった看護師確保事業である。コンサルタント全面的

協力の下、紹介会社への積極的アプローチ、ホームページ刷新、就職後の住居

確保などを見直し、また応援ナースや派遣ナースによる短期の応援体制も積極

的に取り入れた。その結果、令和 5年 10月には 370名近い看護師数に達し、3

西病棟を一部再開することができた。新入職の看護師達が慣れてきた 12月以

降は急性期病棟を最大 25床増で運用可能となり、冬季で例年通り急増した救

急患者も数多く受け入れることができた。看護師確保は令和 6年度も継続して

力を入れており、令和 6年 4月 1日は 391名でスタートしている。 

 当院機能の大きな柱である救急医療については、令和 5年度も常勤の救急医

不在のなかで『断らない救急』に向け、医師・看護師が協力し受け入れる努力

をしてきた。具体的には循環器内科による急性心筋梗塞と脳神経内科・外科に

よる脳卒中をほぼ断らずに受け入れられるようになった影響が大きく、令和 3

年度は 3,382台であったが 2年後の令和 5年度は 4,354台と大幅な救急車受け

入れ増加を達成することができた。ただし、甲賀保健圏域で発生した救急要請

の 25％以上が圏外へ搬送されており、当院では救急の繁忙期である冬と夏に患

者受け入れ率をさらに向上させると同時に、甲賀圏内の他病院との連携をより

深めることで圏外搬送率に抑制に繋げることが必要である。また、令和 6年 1

月には能登半島地震の支援活動のために DMAT隊を石川県へ派遣し、災害拠点

病院としての役割を務めた。 
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 最後に収益面である。外来患者数はこの数年間大きな変動は無く、外来収益

は少しずつ伸びている。一方、入院患者数はなかなか回復せず入院収益の落ち

込みをコロナ補助金でカバーする構図となっていた。令和 5年度は手術数増加

などに伴う入院単価の上昇と、さらに下半期から入院患者数もようやくコロナ

前の水準に戻ったことも相まって、外来と入院収益を合わせた医業収益は初め

て 100億円を超えることができた。しかし、前述した看護師確保を含めた人件

費増加、医療材料費や委託費などあらゆる固定費の増加により医業費用も大き

く増加し、コロナ補助金無しの経常収支黒字化は未だ道半ばである。 

 令和 6年度は前年度からの病院運営方針を継続し、救急医療のさらなる充

実、看護師数の安定的確保に務めるとともに、人への投資、すなわち人材育成

にももっと目を向け、公立甲賀病院の職場風土改善やブランド力向上を図るこ

とで収益改善に繋げていきたい。 

 

 

令和 6年 4月 15日 

  地方独立行政法人公立甲賀病院     

理事長兼院長 辻󠄀川知之 
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2. 法人の目的、業務内容 

 

（1）法人の目的（地方独立行政法人公立甲賀病院定款第 1条） 

 

  この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法の規定に基づき、地域の中

核病院として、地域住民に高度医療をはじめ、良質で安全な医療、介護を継

続的かつ安定的に提供し、地域住民の福祉増進と公衆衛生の向上に寄与する

ことを目的とする。 

 

（2）業務の範囲（地方独立行政法人公立甲賀病院定款第 17 条） 

 

  法人は、第 1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。 

 ① 医療を提供すること。 

 ② 医療に関する調査及び研究を行うこと。 

 ③ 医療に従事する者に対する研修を行うこと。 

 ④ 医療に関する地域への支援を行うこと。 

 ⑤ 人間ドック、健康診断等の予防医療を提供すること。 

 ⑥ 看護師養成所の運営を行うこと。 

 ⑦ 居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所及び訪問看護ステーション 

 の運営を行うこと。 

 ⑧ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

 2.法人は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公 

  衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態（災 

 害等の緊急事態）に対処するため管理者が必要があると認める場合におい 

 て、管理者から救助、救援、医療その他事態の対処に必要な業務（救助 

等）の実施を求められたときは、その求めに応じ、救助等を行わなければ 

ならない。 

 

 3.法人は、災害等の緊急事態に対処するため、必要な救助等を自ら行うもの 

 とする。 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

3. 法人の位置づけ及び役割 

  地方独立行政法人公立甲賀病院(以下「法人」という。)は、甲賀市と湖

南市で構成する公立甲賀病院組合が設立する独立した法人で、公立病院と

して甲賀保健医療圏域(以下「医療圏域」という。)に必要とされる地域住

民の医療ニーズに対応するため、不採算部門にも積極的に取り組み、効率

的・効果的な医療の提供に努めている。また、国保診療病院として、地域

住民の健康づくりを支援するとともに、地域住民の生命と健康を守るた

め、医療圏域におけるプライマリケアから高度専門医療の一部までを担

い、大学病院等の高次医療機関との連携を図りながら、中核的医療機能を

充実させると共に、保健・医療・福祉・介護を一体的に提供する地域包括

医療・ケアを推進している。 

  さらに、災害時医療及び感染症医療（以下「災害時医療等」という。）

に対しては、平時から医療体制の構築に努めるとともに、大規模災害や新

型コロナ等の新興感染症の発生時には、関係機関との連携強化を図りなが

ら、DMATの派遣や医療圏域における災害時医療等の中心的な役割を果たし

ている。 

 

 ・第 2期中期目標期間における法人が果たすべき役割 

   法人理念の下、第 1期中期目標期間中に積み重ねた成果を生かし、医療 

圏域に必要な医療を安定的かつ継続的に提供し、両市民の健康の維持･増進 

及び福祉の向上に寄与できるよう、第 2期中期目標により指示された法人 

が担うべき役割を果たすものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 4. 中期目標 

  

概要 第 2期中期目標（令和 5年 4月～令和 9年 3月） 

 

地方独立行政法人公立甲賀病院（以下「公立甲賀病院」という。）は、甲

賀保健医療圏域の中核病院として、甲賀市と湖南市（以下「両市」とい

う。）の地域住民に高度医療をはじめ、良質で安全な医療、介護を継続的か

つ安定的に提供し、地域住民の福祉増進と公衆衛生の向上に寄与することを

目的に平成 31年 4月 1日、公立甲賀病院から地方独立行政法人に移行し

た。 

第１期中期目標の期間においては、理事長を中心とした風通しの良い組織

体制を再構築し、効果的、効率的な運営を行い、より良質な医療の提供と医

療サービスの向上を目指し取り組みを進めた。その結果、救急搬送受入率は

向上し両市住民の安心・安全に繋がることとなった。また、滋賀医科大学の

地域医療教育研究拠点として良好な関係作りにより、医師確保については目

標人員を達成できたが、看護師については目標数に達しなかった。経営面に

おいては、新型コロナ感染症の感染拡大に伴う受診抑制による患者の減少、

新型コロナ対応にかかる経費の増加、また慢性的な看護師不足や病床利用率

の低下等が影響し、医業収益が伸び悩み、医業収支比率の低い状況が続き、

経常収支の黒字化は困難な見込みとなっている。 

そのような中、公立甲賀病院は、引き続き両市の中核病院として、医療ス

タッフの確保・育成等により組織の活性化を図り、高度急性期医療、回復期

医療、感染症医療の充実とともに、在宅医療の推進のため地域の医療機関等

との機能分担と連携を更に強化することで、これまで以上に公立病院として

の使命と責任を積極的に果たしていく必要がある。また、健康づくり等につ

いて両市とも連携しながら、両市民のニーズを適切に捉え、健康の維持･増

進及び福祉の向上に寄与していく必要がある。 

公立甲賀病院が将来にわたり、必要とされる医療サービスを提供し続ける

ためには、経営基盤の強化が急務であり、中期計画・年度計画の策定におい

ては、出来る限り国のガイドラインに示す目標を設定し、達成状況の見える

化を図り、PDCA サイクルによる効果的かつ効率的な病院運営に努め、病院

経営の安定化を図っていくことを強く求め、第 2 期中期目標を定めるもの

である。 

 

詳細は、第 2期中期目標を参照ください。 

https://www.kohka-hp.or.jp/about/about/index.html 
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5. 法人の理念や運営上の方針・戦略等 

 

 

 

【公立甲賀病院の理念】 

 

 私たちは、個人の人格を尊重し、思いやりの心をもって信頼される 

全人的医療を実践します。 

 

 

 

 

【公立甲賀病院の使命】 

 

 1.チーム医療を実践し、信頼される医療を提供します。 

 2.救急医療を積極的に実践します。 

 3.地域住民の健康づくりに取り組みます。 

 4.早期発見・早期治療に取り組みます。 

 5.次世代の医療人育成に努めます。 
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6. 中期計画及び年度計画 

  中期目標を達成するための中期計画と当該計画に基づく年度計画を作成

している。中期計画と当事業年度に係る年度計画との関係は以下のとお

り。 

  詳細は、第 2 期中期計画及び令和 5年度年度計画を参照ください。

（https://www.kohka-hp.or.jp/about/about/index.html#tab06） 

第 2期中期計画と主な指標等  令和 5年度年度計画と主な指

標 

住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

1.公立病院として担うべき医療 

 （1）5疾病に対する主な医療の取り組み 

Ⅰ がん 

・がん治療を行うと共に早期発見や患者へ

のサポートなど、幅広いがん支援活動。 

数値目標 

がん手術件数 450 件 

化学療法件数 2,200 件 

放射線治療件数 120 件 

Ⅱ 脳卒中 

・迅速に診断・治療・リハビリテーション

を実施し、早期離床・早期回復に取り組

む。広域医療圏の設定に基づいて示される

当院の役割に応じて体制を随時見直す。 

数値目標 

脳卒中関連 100件 

Ⅲ 心筋梗塞 

・夜間・休日を含め、緊急心臓カテーテル

検査や、治療患者を受入可能な体制を整え

る。また、早期から心臓リハビリテーショ

ンを行い、患者の早期社会復帰を目指す。 

数値目標 

心臓カテーテル手術件数

 130件 

心血管リハビリテーション単位

数 5,000単位 

Ⅳ 糖尿病 

・かかりつけ医での治療を基本とし機能分

化を進める。また、糖尿病性腎症重症化予

防等、疾患の進展を阻止し合併症を予防す

る治療を推進する。 

数値目標 

糖尿病紹介件数 325 件 

糖尿病逆紹介件数 420件 

糖尿病教育入院患者数 100名 

Ⅴ 精神疾患及び認知症 

・入院患者に対する精神的ケアを中心とし

た診療を継続していく。 

認知症ラウンド新規患者数 

    350名 

 （2）5事業に対する医療の確保 

Ⅰ 救急医療 

・甲賀保健医療圏域内の救急医療の中心的

役割を担う。滋賀医科大学医学部附属病院

数値目標 

救急搬送応需率 62.0％ 

救急搬送受入率 100％ 
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等の高次医療機関及び圏域内の救急告示３

病院との連携。 

・役割分担のもとに救急患者の積極的な受

け入れにより救急搬送受入件数を向上させ

る。 

・医療圏域内の救急救命士の養成や資質向

上のため教育活動。 

 

Ⅱ 災害拠点病院 

・救急連絡体制の確保や災害訓練の実施

等、災害発生時に迅速な対応ができる体制

の整備 

・災害発生時には行政等と連携して医療救

護活動を行うなど、災害対策などに協力す

る。 

 

同左 

Ⅲ 周産期医療 

・近隣の産科医療機関では対応困難なリス

クのある妊婦を積極的に受け入れ、ハイリ

スクにおいては滋賀医科大学医学部附属病

院と連携する体制を今後も継続する。 

・優れた産科医師と助産師の確保にも努め

ていく。 

数値目標 

分娩件数 230件 

Ⅳ 小児医療 

・県の策定する小児医療政策全体の枠組み

の中で、他医療圏域とも協力して小児救急

医療体制の充実強化を図り、広域医療圏の

小児救急医療体制が整うまでは、小児救急

に対応する現状の体制を維持していく。 

同左 

2.地域の医療機関・介護施設等との機能分化・連携強化 

(1)両市との連携 

・両市の保健衛生事業の実施等に対し協力

し、運営や経営の状況についても随時情報

を提供し、両市と一体となって地域医療を

担っていく。両市の専門職に対して研修の

機会を提供するなど圏域内の保健福祉機能

の充実に貢献する。 

 

同左 

(2)地域医療支援病院としての役割 数値目標 
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・圏域内の医療機関との間で患者の紹介・

逆紹介を進め、かかりつけ医等を支援する

ことで、地域連携を推進し、地域における

医療の効率化と分化を推進していく。高度

医療機器の共同利用、開放型病床の利用、

地域医療の医療従事者向けの研修会の開催

により地域医療の一体化、地域医療の質の

向上にも貢献していく。 

 

紹介割合    87.0％ 

逆紹介割合   52.0‰ 

地域医療機関向け研修実施回数  

24 回 

(3)地域医療構想を見据えた医療提供体制 

・圏域内の救急医療の中心的役割を果たす

ため、必要な急性期病床数を維持するとと

もに、圏域内はもとより圏域外を含めた病

院との連携で後方病床を確保していく。 

 

同左 

(4)地域包括ケアシステムの推進 

・地域の医師会や多職種との連携を軸に、

訪問診療・訪問看護・訪問リハビリテーシ

ョン等を市民に提供し、在宅医療をさらに

推進することで地域包括ケアを実践する。

研修会などを通じて医療・介護関係者への

支援活動を行うこと等により、地域包括ケ

アシステムの一層の推進を図る。 

 

数値目標 

訪問診療件数 550 件 

訪問看護件数 6,900 件 

訪問リハビリ単位 20,150単位 

(5)感染症医療 

・保健所、両市及び第一種感染症指定医療

機関と連携し、第二種感染症指定医療機関

としての役割を果たす。 

 

同左 

(6)関係機関との連携 

・医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護施

設等との連携をこれまで以上に深めてい

く。 

同左 

3.医療の質の向上 

(1)安全安心な医療の提供 

・医療事故・インシデント情報を速やかに

収集、分析し、院内に周知する。定期的に

数値目標 

医療安全研修実施回数 2回 
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研修会を開催し、安全な医療提供に努め

る。 

 

(2)院内感染防止対策 

・院内感染の発生動向を常時監視し、感染

拡大の防止に努める。また、研修会を定期

的に開催し、職員の感染制御への意識向上

に努める。 

 

数値目標 

感染対策研修実施回数 10回 

(3)医療情報データの集積と分析及び活用 

・DPCなどの診療データから患者情報を集

積・分析し、医療の質と効率性を評価して

いく。 

 

数値目標 

クリティカルパス適用率 

55.0％ 

(4)予防医療の充実 

・特定健診、各種がん検診、予防接種、人

間ドック等の疾病予防活動を行い、市民の

健康維持に貢献する。 

数値目標 

人間ドック受診者数 

 1,290人 

その他健診受診者数 7,120人 

健診後二次受診率 40.0% 

4.市民・患者サービスの向上 

(1)患者中心の医療の提供 

・病院理念に基づき、全ての患者の権利と

人格を尊重した患者中心の医療を提供す

る。 

・患者自身が医療の内容を理解し、納得し

た上で自分に合った治療法を選択できるよ

う、十分な説明を行うと共に、セカンドオ

ピニオン制度の有効活用を推進する。 

 

同左 

(2)職員の接遇向上 

・市民に選ばれ、市民が満足できる病院で

あるため、定期的患者満足度調査及び接遇

に関する研修会を開催し、意識向上を図っ

ていく。 

 

数値目標 

接遇研修実施回数 1回 

(3)健康長寿のまちづくりへの貢献 数値目標 

健康講座等実施回数 4回 
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・市民への健康増進啓発活動や健康講座、

公開講座を実施することで、当院の医療提

供体制をＰＲし、地域完結型による健康長

寿のまちづくりに貢献していく。 

(4)積極的な広報と市民への情報提供 

・医療サービスや運営状況について、各種

媒体などを活用し、積極的に情報公開す

る。 

同左 

5. 医療従事者の確保・育成 

(1)医療従事者の確保 

・医療圏域内の中核病院としての役割を果

たし、安全安心な医療を安定的に提供でき

るよう、医療従事者の確保に努める。 

数値目標 

医師数  81名 

看護師数 369名 

 

 

(2)医療従事者の育成 

・教育研修機能を充実させ、臨床研修医・

臨床歯科研修医を積極的に受け入れる。看

護師養成機関と連携し、看護師養成に努力

し、臨床研修施設としての役割を積極的に

担っていく。また、他の医療専門職の養成

においても協力する。 

数値目標 

初期臨床研修医数 10名 

初期臨床歯科研修医数 1名 

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

1.効率的・効果的な業務運営 

(1)病院の理念と基本方針の浸透 

・日々の業務の中で実践できるように取り

組み、全職員が継続的に業務改善に取り組

めるような組織風土の醸成に努める。 

同左 

(2)病院運営・経営基盤を支える組織体制

の整備 

・理事長直轄組織である経営戦略室を中心

として経営企画会議を開催し、適正な人員

配置のもとに、諸課題に対し迅速に対処で

きる組織体制を構築する。 

同左 

(3)コンプライアンスの徹底 

地域住民の信頼に応えられるよう、コンプ

ライアンス（法令遵守）に基づく適正な病

院運営を行っていく。 

同左 
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(4)施設の充実と病院機能の強化 

・患者に良質な医療を提供するため、医療

機器の充実や施設整備に努め、医療資源が

有効活用できるような計画的予算作成を行

い、その投入効果を適時検証する体制を整

備して運営する。 

同左 

2.職員のやりがいと満足度の向上 

(1)職員育成体制の整備・強化 

・職員の専門知識向上や職務能力向上に努

め、人材育成を戦略的・計画的に行う。 

 

同左 

(2)資格取得の支援 

・職員の向上心が高まるよう、資格取得・

維持に関する支援をさらに充実させ、患者

の多様なニーズに応えることはもとより、

病院経営に資する認定や専門資格の取得を

積極的に促し、診療レベルや病院経営能力

の向上に努める。 

同左 

(3)人事評価制度の構築 

・目標管理や人事評価制度の活用による職

員の意識改革を行い、経営の向上と人材育

成に努める 

 

同左 

(4)法人事務職員の育成 

・優秀な職員を採用して研修や資格取得の

支援をし、病院特有の業務に精通する能力

の高い事務職員へと育成していく。 

同左 

(5)良好な職場風土の醸成 

・各部門が設定した部門目標について、院

長が随時面談を行い、部門目標達成に向け

て直面した課題に対処する。組織内におけ

る適切な権限委譲と責任の明確化を図った

上で、コンプライアンスを遵守しながら、

相互の連絡体制を密にして、効率的・効果

的な部門運営が出来るように努める。 

同左 
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(6)ワークライフバランス 

・働きやすい職場環境づくりのために、勤

務形態の多様化を進めるなど、職員にとっ

て望ましいワークライフバランスを構築し

ていく。 

 

同左 

財務内容の改善に関する目標を達成するために取るべき措置 

1.収入の確保 

（1） 収入管理機能の強化 

・救急患者のスムーズな受け入れや病診連

携の強化、病棟管理部による効率的なベッ

ドコントロール等により、病床利用率の向

上と在院日数の短縮を目指す。 

・適正な収入を確保するために適切な診療

報酬請求に努める。 

・未収金の発生防止に努める。 

年度数値目標 

新入院患者数 20.5 人 

病床利用率  72.6％ 

入院診療単価 62,231 円 

外来患者数  206,910 人 

外来診療単価 16,100 円 

窓口未収金発生率 1.3％ 

2.支出の削減(抑制) 

（1）費用管理機能の強化 

・全職員がコスト意識を身につけ、物品の

在庫・使用管理を行うと共に、使用頻度の

高い物品の購入方法及び単価の高い契約な

どをコスト見直しの重点項目に設定し、経

費削減に努める。 

 

年度数値目標 

 給与費比率 59.5％ 

 材料費比率 22.3％ 

 経費比率  15.1％ 

 後発医薬品導入率 91.0％ 

3.経営基盤の安定化 

（1）各指標の目標達成状況を定期的にモ

ニタリングし、経常収支比率及び医業収支

比率の改善に努める。 

年度数値目標 

 経常収支比率 95.7％ 

 医業収支比率 94.1％ 

4.運営費負担金の考え方 

・運営費負担金については「公立甲賀病院

組合負担金分賦割合に関する条例（平成

16年公立甲賀病院組合条例第 7号）」に

基づき算定した額とする。また建設改良費

及び長期借入金等元利償還金に充当される

運営費負担金については経常費助成のため

の運営費負担金とする。 

同左 

5.安定した資金収支・資産の有効活用 

・計画的な資金管理、資産の有効活用に努

める。 

同左 

第 5 その他業務運営に関する事項 
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社会課題への対応 同左 

項目ごとの状況 

短期借入金の限度額 

（1）限度額 1,000 百万円 

（2）想定される短期借入金の発生理由 

ア 大規模災害等、偶発的な出費への対 

  応 

同左 

重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

（1）なし 同左 

剰余金の使途 

・決算において剰余金を生じた場合は病 

院施設の整備、医療機器の購入などに充 

てる。 

 

同左 

料金に関すること（公営企業型のみ）  

料金に関すること（公営企業型のみ） 

1 料金は次に掲げる額とする。 

（1）健康保険法、高齢者の医療の確保に 

   関する法律及び介護保険法その他法 

     令に規定する算定方法により算出し 

     た額 

（2）前号の規定により難しいものについ 

   ては別に理事長が定める額 

 

2  料金の減免 

   理事長は特別の理由があると認める 

ときは、料金を減免し、または免除す 

ることができる。 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

1 地域の医療水準向上への貢献に関する

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 
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 (1)施設及び設備 

           （単位：百万円） 

内容 予定額 財源 

医療機

器、施設

等整備 

3,462 公立甲賀

病院組合

長期借入

金等 

 

（2）中期目標の期間を超える債務負担 

 （1）移行前地方債償還債務 

           （単位：百万円） 

 中期目

標期間

償還額 

次期以

降償還

額 

総債務

償還額 

移行前

地方債

償還債

務 

1,544 5,395 6,939 

 

 （2）長期借入金償還債務 

           （単位：百万円） 

 中期目

標期間

償還額 

次期以

降償還

額 

総債務

償還額 

長期借

入金償

還債務 

667 2,483 3,150 

 

（3）積立金の処分に関する計画 

   中期計画期間の繰越積立金について

は、病院施設の整備又は医療機器の購

入等に充てる。 

同左 

      （単位：百万円） 

内容 予定額 財源 

医療機

器、施

設等整

備 

761 公立甲

賀病院

組合長

期借入

金等 

 

同左 

 

    （単位：百万円） 

 年度

計画

期間

償還

額 

次期

以降

償還

額 

総債

務償

還額 

移行

前地

方債

償還

債務 

596 6,343 6,939 

 

同左 

      （単位：百万円） 

 年度

計画

期間

償還

額 

次期

以降

償還

額 

総債

務償

還額 

長期

借入

金償

還債

務 

57 246 303 

 

同左 
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評価委員会 

管理者・副管理者 

組合議会 

理事長 

監事 

副理事長 

内部監査室 

院長 

副院長等 

診療部・看護部・医療

技術部・事務部等 

 

経営戦略室 

各委員会 

任命 任命 
目標等の指示等 

報告・議決 

諮問・答申 

公立甲賀病院組合（甲賀市・湖南市） 

地方独立行政法人公立甲賀病院 

監査 

内部監査 

理事会 

理事 

7.持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

（1）ガバナンスの状況 

法人は、設立団体から指示された中期目標を達成するため、経営基盤を支

える理事長直轄組織の内部監査室及び院長直轄組織の経営戦略室で法人のガ

バナンス体制の強化を図っている。 
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 (2)役員等の状況 

①役員の状況 

役員名簿 

       (令和 6年 3月 31日現在) 

 

（3）職員の状況 

常勤職員は令和 6 年 3月 31日現在 682人（前年度比 36人増）であり、 

非常勤職員は 262 人（前年度比 1人増）となっている。 

常勤職員の平均年齢は 38.8歳（令和 6年 3月 31日現在）となっている。 

 

役職 氏名 任期 担当 経歴 

理事長 

 

 

 

辻󠄀川 知之 自 令和 5 年 4 月 1 日 

至 令和 9 年 3 月 31 日 

院長 

（副院長、

副院長補佐

統括） 

令和 2 年 4 月院長 

令和 2 年 4 月現職 

副理事長 

 

 

 

初田 直樹 自 令和 5 年 4 月 1 日 

至 令和 7 年 3 月 31 日 

副院長 

医療安全担

当 

令和 4 年 4 月副院長 

令和 4 年 4 月理事 

令和 5 年 4 月現職 

理事 

 

 

 

小河 秀郎 自 令和 5 年 4 月 1 日 

至 令和 7 年 3 月 31 日 

副院長 

研修教育等

担当 

令和 3 年 4 月副院長 

令和 3 年 4 月現職 

 

理事 

 

 

 

山本 孝 自 令和 5 年 4 月 1 日 

至 令和 7 年 3 月 31 日 

副院長 

地域医療等

担当 

令和 4 年 4 月副院長 

令和 5 年 4 月現職 

理事 

 

 

 

佐井 良昌 

 

自 令和 5 年 4 月 1 日 

至 令和 7 年 3 月 31 日 

経営統括担

当 

平成 29 年 4 月事務部

長、令和 3 年 4 月院長

補佐、 

平成 31 年 4 月現職 

理事 

 

 

 

古川 晶子 自 令和 5 年 4 月 1 日 

至 令和 7 年 3 月 31 日 

看護管理 

担当 

令和 4 年 5 月看護部長 

令和 4 年 5 月院長補佐 

令和 4 年 5 月現職 

理事（非

常勤） 

國友 陵一 自 令和 5 年 4 月 1 日 

至 令和 7 年 3 月 31 日 

DX 推進・経

営戦略アド

バイザー 

 

滋賀医科大学附属病院

病院長補佐 

令和 4 年 4 月現職 

監事（非 

常勤） 

西村 憲太 自 令和 5 年 4 月 1 日 

至 令和 9 年 6 月 30 日 

弁護士 

 

 

 

平成 31 年 4 月現職 

監事（非 

常勤） 

田中 正志 

 

自 令和 5 年 4 月 1 日 

至 令和 9 年 6 月 30 日 

公認会計士 

 

 

 

平成 31 年 4 月現職 
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（4）重要な施設等の整備等の状況 

 ①当事業年度中に建替整備が完了した主要施設等 

  なし 

 ②当事業年度において建替中の主要施設等の新設・拡充 

  なし 

 ③当事業年度に処分した主要施設等 

  なし 

  

（5）純資産の状況 

 ①純資産の状況 

                          （単位：百万円） 

 

 ②目的積立金の申請状況、取り崩し内容等 

 なし 

 

（6）財源の状況 

 ①財源の内訳 

                          （単位：百万円） 

 

 ②自己収入に関する説明 

  自己収入として業務収入がある。 

  業務収入の内訳としては、医業収益や補助金等収益、看護師等養成所収益 

  などがある。令和 5年度についても新型コロナウイルス感染症への対応と 

 して感染患者の受け入れのための病床確保や感染防止対策等のために国等 

 から補助金が交付されている。 

 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

設立団体出資

金 

4,932 － － 4,932 

資本剰余金 3 － － 3 

利益剰余金 

(繰越欠損金) 

△99 △537 － △636 

純資産合計 4,836 △537 － 4,299 

区 分 金額 構成比率（％） 

収入   

運営費負担金 634 5.2 

長期借入金等 380 3.1 

営業収益 11,142 90.8 

その他収益 111 0.9 

合計 12,267 100.0 
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（7）社会及び環境への配慮等の状況 

 

  2015年にパリ協定が採択され、我が国では 120以上の国や地域とともに

「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げている。滋賀県においても

「しが CO₂ネットゼロムーブメント」が、甲賀市では「甲賀市環境未来都市宣

言～ゼロカーボンシティへオール甲賀の挑戦～」が宣言され、湖南市で「湖南

市 SDGs未来都市計画」が策定された。当院では、以前よりエコスタイルや節

電対策、患者給食における地産地消、事業系廃棄物の分別適正化及び排出量減

量に向けた取り組み等を推進している。また、予防保全工事による院内エアコ

ンの長寿命化や、2022 年度には院内照明 LED化およびエアコンの温度管理、エ

レベーターの利用制限を実施するなど、微力ながらも脱炭素社会の実現に向け

た取り組みを実施している。 
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理事長（内部統制推進責任者） 

 

監事 

副理事長(医療安全担当) 

内部監査室 

院長（リスク管理責任者） 

副院長(医療安全管理者) 

所属長(リスクマネージャー) 

 

 

各委員会 

 

地方独立行政法人公立甲賀病院 

監査 

内部監査 

理事会（内部統制） 

理事(内部監査担当) 

報告 

指示 

幹部会（リスク管理） 

医療安全管理部 

 総務企画課（内部統制担当）

当） 

 

 

8. 業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

（１）リスク管理の状況 

当法人では、中期目標・中期計画に基づき法令、法人の規程等を遵守しつつ  

業務を行い、法人の使命を効果的かつ効率的に果たすために、内部統制の充実

及び強化を図ることとしている。 

法人の運営方針及び 2003 年に作成した「医療安全管理のための指針」に基

づき、院内職員が指針を遵守しながら業務にあたり、医療安全管理部が中心と

なって当院運営に寄与し、リスクの特定、調査、評価、モニタリング、コント

ロール、見直しなど、一連のリスクマネジメントサイクルを運営し、リスクの

状況を把握し、リスクに対して必要な措置を講じることを基本としている。 
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（２）業務運営上の課題及びその対応策の状況 

① リスクの識別 

当法人の業務範囲を把握し、直面するリスクを洗い出し、そのリスク

の規模や特性を踏まえて管理対象となるリスクを特定する。 

 発生が予想されるリスク一覧 

リスクカテゴリー リスク項目 

 

 

医療事故等リスク 

医療事故による患者死亡等、不適切な医療 

患者生命に支障のない医療事故 

設備や機械の損傷・故障 

施設管理エラーによる病院利用者の死傷事故 

院内感染（患者・医療者） 

病院食による患者の食中毒 

 

 

 

 

法令等違反リスク 

大量の個人情報漏洩・流出 

情報資産の漏洩・流出 

針刺し事故等の労働災害 

医療廃棄物の違法処理・不法投棄 

パワーハラスメント等ハラスメント全般 

倫理規程・就業規則等違反 

職員の不祥事（飲酒運転等の業務外） 

反社会勢力との関わり 

贈収賄 

官公庁への虚偽報告 

 

 

 

資産損失リスク 

不適切な契約 

現金や金券の盗難 

領収書の不正発行による着服 

医薬品・診療材料の安易な失敗廃棄 

医薬品・診療材料の不正持ち出し 

現金の過不足の発生（会計処理） 

診療費の不払い（回収不能） 

システムリスク 情報システムの障害・破壊による業務中断 

システムのウイルス汚染 

 

 

医療事務処理リスク 

診療報酬改定内容のフォロー不足 

算定基準の充足要件確認不足 

請求前のレセプトチェック不備 



22 

 

 

 ② リスクの評価  

管理対象として特定したリスクについて、業務の規模・特性に見合ったリ

スクの分析・評価を行う。評価結果については、発生頻度と損害規模により、

整理してリスク管理に取り組むこととしている。 

  

 ③ リスクのモニタリング 

リスクの状況については、医療安全管理部が直接の報告やインシデント

レポート報告システムを通じて確認し、上部組織へ報告・改善が必要な事案

については、総務企画課（内部統制担当）又は医療安全管理委員会へ報告す

るシステムとなっている。顕在化の状況や削減策について適切な頻度で確

認するほか、発生頻度、損害規模および、リスクカテゴリーを考慮のうえ、

優先的に取り組むこととした対策を優先リスクとして監査においても確認

し、監査結果については、医療安全管理委員会や各部会へ報告している。 

 

 ④ リスクのコントロール及び削減 

   対策が優先的に必要とされる前出のリスク 7項目については、当該リス 

クへの対応状況を関係所属が点検し、不足している事項に関しては対応策

を考えて、計画的に取り組むようにしている。報告されたリスクに対して医

療安全管理部が確認を行っているが、対策がなされていない場合には、総務

企画課、医療安全管理委員会及び医療安全管理者等から当該部署へ指導を

行い、その削減に努めている。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

加算項目の算定漏れ 

苦情・クレーム処理（対応困難な患者や家族の対応） 

経営プロセスリスク 施設・設備投資の失敗 

人材流失（引き抜き、集団離職） 

外部環境リスク 地震・台風・集中豪雨・寒冷凍結・落雷など 
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9. 業績の適正な評価の前提情報 

（1） 地域に必要とされている医療及び介護の提供 

当法人は、公立甲賀病院組合により国民健康保険法第 82条の事業を行う施

設として設立され、医療圏域における中核病院として、救急医療、災害医療、

小児周産期医療及び高度専門医療等の充実に取り組み、また、地域の医療機関

等との機能分担を図りながら、回復期医療、慢性期医療、在宅医療に至る地域

包括ケアの実践にも努め、甲賀・湖南市民の安心安全に寄与している。 

① 診療事業（主なもの） 

救急告示病院、地域災害医療センター、地域医療支援病院、地域がん診療連 

携拠点病院、第 2 種感染症指定医療機関 

② 介護事業 

居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、訪問看護ステーション、訪問リ 

ハビリテーション 

   

（2） 人材の確保育成 

 中核病院として、持続可能な地域医療提供体制の構築に向け、滋賀医科大学

との地域医療教育研究拠点に関する協定に基づき医師確保に努めるとともに、

初期臨床研修指定病院（医科・歯科）として、人材育成にも努めている。 

また、病院付属施設として甲賀看護専門学校を設置し、地域医療・地域包括

ケアの現場で活躍できる看護師の養成に努力している。 

 

（3） 予防医療 

 健診センターでは、人間ドック、生活習慣病予防健診、特定健診及び市町の

がん検診などの様々な健診を実施し、疾病の早期発見・早期治療、生活習慣病

の予防等、地域住民の健康増進に貢献している。  
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10. 業務の成果と使用した資源との対比 

 

（1）令和 5年度の業務実績とその自己評価 

  各業務の具体的な取り組み結果と行政コストとの関係の概要については   

 以下のとおり。詳細につきましては、業務実績等報告書を参照ください。 

項目 評定 

住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

め取るべき措置 

1 公立病院として担うべき医療 

  ①5疾病に対する主な医療の取り組み 4 

  ②5事業に対する医療の確保 3 

2 地域の医療機関・介護施設等との機能分化・連携強化 

  ①両市との連携 4 

  ②地域医療支援病院としての役割 2 

  ③地域医療構想を見据えた医療提供体制 3 

  ④地域包括システムの推進 4 

  ⑤感染症医療 3 

  ⑥関係機関との連携 3 

3.医療の質の向上 

  ①安全安心な医療の提供 3 

  ②院内感染防止対策 5 

  ③医療情報データの集積と分析及び活用 4 

  ④予防医療の充実 3 

4.市民・患者サービスの向上 
  ①患者中心の医療の提供 3 

  ②職員の接遇向上 4 

  ③健康長寿のまちづくりへの貢献 4 

  ④積極的な広報と市民への情報提供 4 

5.医療従事者の確保・育成 
①医療従事者の確保 3 

②医療従事者の育成 3 

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 1.効率的・効果的な業務運営 

①病院の理念と基本方針の浸透 3 

②病院運営・経営基盤を支える組織体制の整備 3 

③コンプライアンスの徹底 2 

  ④施設の充実と病院機能の強化 4 

 2.職員のやりがいと満足度の向上 

  ①職員育成体制の整備・強化 4 

  ②資格取得の支援 3 



25 

 

 

（2）当中期目標期間における組合による過年度の総合評定の状況 

全 体 評 価 

大 項 目 
 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

1.市民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 
B B B 

2.業務運営の改善及び効率化に関する事  

 項 
A A A 

3.財務内容の改善に関する事項 C C C 

 

(注)評価区分 

大項目の評価基準 

 

 

 

  ③人事評価制度の構築 3 

  ④法人事務職員の育成 3 

  ⑤良好な職場風土の醸成 3 

  ⑥ワークライフバランス 3 

財務内容の改善に関する目標を達成するために取るべき措置 

 1.収入の確保 3 

 2.支出の削減（抑制） 3 

 3.経営基盤の安定化 2 

評価 内容 

S 

中期目標・中期計画の達成に向けて計画を大幅に上回って進んでい

る。（全ての小項目評価が 3から 5まで、かつ、質的に顕著な成果が 

得られていると認められている場合） 

A 

中期目標・中期計画の達成に向けて計画通り進んでいる 

(全ての小項目評価が 3から 5) 

 

B 

中期目標・中期計画の達成に向けて概ね計画通り進んでいる 

（全ての小項目評価が 3から 5までが 8割以上） 

 

C 

中期目標・中期計画の達成にはやや遅れている 

（全ての小項目評価が 3から 5までが 8割未満） 

 

D 

中期目標・中期計画の達成には大幅に遅れている 

（全ての小項目評価が 3から 5までが 8割未満、かつ、重大な改善す

べき事項がある） 
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小項目の評価基準 

 

 

行政コスト 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 内容 

5 
年度計画を大幅に上回っている 

（定量的指標においては、対年度計画値の 120％以上） 

4 
年度計画を上回っている 

（定量的指標においては、対年度計画値の 110％以上） 

3 
年度計画どおりである 

（定量的指標においては、対年度計画値の 100％以上） 

2 
年度計画を下回っている 

（定量的指標においては、対年度計画値の 100％未満） 

1 
年度計画を大幅に下回っている 

（定量的指標においては、対年度計画値の 80％未満） 

項目 行政コスト 

医業費用 11,251 

看護学校事業費用 159 

居宅介護事業費用 166 

法人共通 879 

合計 12,455 
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11. 予算と決算との対比 

                           （単位：百万円） 

(注)計数はそれぞれ四捨五入しており、単数において合計とは一致しないもの

がある。 

 

予算額と決算額の差額の説明 

 

① 補助金等収入が計画より増加したこと等による 

② 委託料が計画より増加したこと等による 

③ 資産運用の預け入れを行ったこと等による 

 

詳細については、決算報告書を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 予算額 決算額 差額理由 

収入    

運営費負担金 649 634  

長期借入金等 575 380  

営業収益 10,807 11,142 ① 

その他収益 106 111  

計 12,137 12,267  

支出    

営業費用 10,643 11,124 ② 

建設改良費 761 512  

借入金償還 652 652  

その他支出 428 766 ③ 

計 12,484 13,054  
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12. 要約した財務諸表 

  それぞれの詳細については、財務諸表を参照ください。 

 

（1）貸借対照表 

 （単位：百万円） 

(注)計数はそれぞれ四捨五入しており、単数において合計とは一致しないもの

がある。 

 

（2）行政コスト計算書 

                           （単位：百万円） 

 

 

資産の部 金額 負債の部 金額 

固定資産 

 有形固定資産 

 無形固定資産 

 投資その他資産 

流動資産 

 現金及び預金 

 未収金 

 棚卸資産 

 その他 

 

 

 

7,791 

38 

2,888 

 

3,967 

1,819 

150 

6 

 

 

固定負債 

 長期借入金 

 引当金 

 長期リース債務 

 その他  

流動負債 

 一年以内返済予定

長期借入金 

 未払金 

 短期リース債務 

 引当金 

 その他 

 

 

536 

3,200 

47 

6,889 

 

89 

 

696 

32 

341 

530 

 

負債合計 12,360 

純資産の部  

資本金 4,932 

資本剰余金 3 

繰越欠損金 △636 

純資産合計 4,299 

資産合計 16,659 負債純資産合計 16,659 

科目 金額 

損益計算書上の費用  

 経常費用 12,455 

 臨時損失 0 

 その他行政コスト － 

行政コスト合計 12,455 
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（3）損益計算書 

 （単位：百万円） 

(注)計数はそれぞれ四捨五入しており、単数において合計とは一致しないもの

がある。 

 

（4）純資産変動計算書 

                      （単位：百万円） 

(注)計数はそれぞれ四捨五入しており、単数において合計とは一致しないもの

がある。 

 

（5）キャッシュ・フロー計算書 

                             (単位：百万円) 

 

科目 金額 

経常収益 11,907 

 医業収益 10,583 

 看護学校事業収益 39 

 居宅介護事業収益 169 

 その他収益 1,116 

経常費用 12,453 

 医業費用 11,251 

 看護学校事業費用 159 

 居宅介護事業費用 166 

 その他費用 877 

臨時利益 10 

臨時損失 1 

当期総損失 △537 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 

（繰越欠損金） 

純資産合計 

 

当期首残高（A） 4,932 3 △99 4,836 

当期変動額（B） － － △537 △537 

その他行政コスト － － － － 

当期純損失 － － △537 △537 

その他 － － － － 

当期末残高（A+B） 4,932 3 △636 4,299 

科目 金額 

業務活動によるキャッシュ・フロー 462 

投資活動によるキャッシュ・フロー 82 

財務活動によるキャッシュ・フロー △305 
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13. 財政状態及び運営状況の法人の理事長による説明情報 

 

（1）貸借対照表 

令和 5年度末現在の資産合計は 16,659百万円となり、対前年度比 872百万

円減（5.0％減）となった。流動資産合計は 5,942百万円となり、対前年度比

737百万円減（11％減）となった。 

 

（2）行政コスト計算書 

令和 5年度の行政コストは 12,455百万円となった。 

 

（3）損益計算書 

令和 5年度の経常損失は△546百万円となり、対前年度比は△1,298 百万円

の収支悪化となった。なお、臨時利益 10百万円、臨時損失 1百万円を加えた

収益費用の差引では、当期純損失は 537百万円となった。対前年度比では、

1,291百万円の収支悪化となった。 

 

（4）純資産変動計算書 

令和 5年度の純資産は、当期純損失が 537百万円となった結果、4,299百万

円となった。 

 

（5）キャッシュ・フロー計算書 

令和 5年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 462百万円となり、対前

年度比 745百万円減（61.7%減）となった。これは、補助金等収入が対前年度

比 1,314百万円減（75.8%減）となったことが主な要因である。 

 

 

 

 

 

 

  



31 

 

14. 内部統制の運用に関する情報 

 

 内部統制の主な実施状況は、次のとおり。 

   

＜内部統制の運用＞ 

 当法人では、中期目標・中期計画に基づき法令、法人の規程等を遵守しつつ

業務を行い、法人の使命を効果的かつ効率的に果たすために、内部統制の充実

及び強化を図ることとしている。 

 法人には、内部統制推進責任者である理事長の直轄組織として、内部監査室

を置いている。理事長の命を受け、内部監査室では、法令等の遵守及び財務報

告等に関する監査ならびに業務実施内容の監査を四半期ごとに監事と連携しな

がら実施している。監査結果は理事長に報告され、理事長は改善状況を点検・

評価し、必要に応じて法人内での情報の共有、運営方針の徹底及び指示の徹底

など、内部統制の仕組みを整えている。                          

 また、当法人のミッションを達成するために、院長直轄の経営戦略室及び各

種委員会を置き、組織横断的に中期目標・中期計画の達成に向けた取り組みを

行うとともに、幹部会及び理事会において定期的に進捗状況を点検・評価する

仕組みを整えている。 

 令和 5年度に、法人職員による患者情報の入った USBメモリの紛失および、

旅費等の不正受給の事案が発生したことを病院全体で真摯に受け止め、再発防

止策の徹底とコンプライアンス意識の向上に一層努める。 
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15. 法人の基本情報 

（1）沿革 

 

   昭和 14年 6月 水口町外 24カ町村の保証責任江南医療購買販売利用組 

          合連合会甲賀病院として設立 

   昭和 35年 10 月 甲賀郡 7町により、甲賀郡国民健康保険病院組合甲賀病 

           院となる 

   昭和 56年 4月 病院名を公立甲賀病院に変更 

   平成 16年 10 月 市町村合併に伴う組織の変更により、設立母体の名称が 

          公立甲賀病院組合となる 

   平成 25年 4月 新病院開院（甲賀市水口町鹿深 3番 39号から甲賀市水 

          口町松尾 1256番地へ移転） 

   平成 31年 4月 経営形態を地方公営企業から地方独立行政法人に変更 

 

（2）設立根拠法 

 

   地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号） 

 

（3）病院の所在地（令和 6年 3月 31日現在） 

 

   滋賀県甲賀市水口町松尾 1256番地 

 

（4）病院の概要 

   ① 法人名 地方独立行政法人公立甲賀病院 

   ② 設立年月日 平成 31年 4月 1日 

   ③ 設置・運営する病院        （令和 6年 3月 31 日現在） 

病院名 公立甲賀病院 

所在地 滋賀県甲賀市水口町松尾 1256番地 

許可病床数 一般病床 409床、感染病床 4床、計 413床 

＊一般病床には緩和ケア病棟 12床、集中治療室 8 床、 

 回復期リハビリ病床 46床、地域包括ケア病床 48 床、 

 結核モデル病床 2床を含む。 

診療科 内科、脳神経内科、循環器内科、腎臓内科、血液内科、糖尿病 

・内分泌内科、消化器内科、呼吸器内科、緩和ケア内科、外科 

、呼吸器外科、消化器外科、心臓血管外科、肛門外科、乳腺外

科、精神・心療内科、小児科、整形外科、リウマチ科、麻酔科 

脳神経外科、泌尿器科、眼科、産婦人科、耳鼻咽喉科、皮膚科 

、形成外科、放射線科、リハビリテーション科、病理診断科、 

救急科、歯科、矯正歯科、歯科口腔外科（34科） 

指定施設等 保険医療機関、救急告示病院、病院群救急輪番制病院、地域災

害拠点病院、臨床研修指定病院（医科・歯科）、地域医療支援
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病院、地域がん診療連携拠点病院、第二種感染症指定医療機

関、結核指定医療機関、感染症発生動向調査事業における病原

体定点医療機関、感染症発生動向調査における指定届出医療機

関、労災保険指定医療機関、原子爆弾被害者一般疾病医療取扱

医療機関（医科・歯科・訪問看護）、自立支援医療機関（育成

医療・更生医療）、自立支援医療機関（精神通院医療）、指定

小児慢性特定疾病医療機関（病院・訪問看護ステーション）、

難病医療費助成指定医療機関（病院・訪問看護ステーショ

ン）、生活保護法指定医療機関（医科・歯科・訪問看護ステー

ション・居宅介護支援事業所・訪問リハビリテーション事業

所・居宅サービス事業所）、身体障害者福祉法指定医配置医療

機関、母子保健法指定養育医療機関(病院)、児童福祉施設(助

産施設)、母体保護法指定医配置医療機関、滋賀県肝疾患専門

医療機関、エイズ診療協力病院（長期療養患者担当）、DPC対

象病院、開放型病院、原子力災害医療協力機関、甲賀看護専門

学校、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、訪問リハ

ビリテーション事業所、認可外保育施設（院内保育所 ひまわ

り園）、滋賀医科大学学外実習協力病院、人間ドック実施施

設、日本医療機能評価機構認定病院（3rdG Ver2.0） 

 

 

(5) 組織図 

 

  別紙 1（巻末）のとおり 

 

(6) 主要な財務データの経年比較 

                          （単位：百万円）   

 

 

 

 

 

 

 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

経常収益 10,404 11,128 11,927 12,584 11,907 

経常費用 11,406 11,515 11,504 11,832 12,453 

当期総利益 △890 △387 424 754 △537 

資産 18,223 17,563 17,353 17,531 16,659 

負債 14,178 13,905 13,271 12,695 12,360 

純資産 4,045 3,658 4,082 4,836 4,299 
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(7)翌事業年度に係る予算・収支計画及び資金計画 

【予算】 

（単位：百万円） 

 

【収支計画】 

（単位：百万円） 

 

収入 金額 支出 金額 

営業収益  営業費用  

医業収益 11,747  医業費用 10,693 

運営費負担金 474   給与費 6,169 

看護学校事業収益 42   材料費 2,607 

居宅介護事業収益 175   経費 1,869 

その他営業収益 35   研究研修費 49 

営業外収益   看護学校事業費用 154 

 運営費負担金 181  居宅介護事業費用 161 

 その他営業外収益 91  一般管理費 211 

資本収入  営業外費用 400 

 長期借入金 436 資本支出  

 その他資本収入 15  建設改良費 596 

   償還金 400 

   その他資本支出 48 

計 13,196 計 12,663 

区分 金額 区分 金額 

収入の部  支出の部  

営業収益   営業費用  

 医業収益 11,688  医業費用 11,567 

 運営費負担金収益 474   給与費 6,299 

 資産見返補助金等戻入 91   材料費  2,607 

 資産見返寄附金戻入 0   経費 1,713 

 資産見返物品受贈額戻入 0   減価償却費 904 

 看護学校事業収益 42    研究研修費 45 

 居宅介護事業収益 175 看護学校事業費用 174 

 その他営業収益 35   居宅介護事業費用  171 

 営業外収益   一般管理費 216 

 運営費負担金収益 181  営業外費用 628 

 その他営業外収益 91  臨時損失 0 

 臨時利益 0 純利益 22 

  目的積立金取崩額 0 

  総利益 22 
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【資金計画】 

（単位：百万円） 

(注)計数はそれぞれ四捨五入しており、単数において合計とは一致しないものがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 金額 区分 金額 
資金収入  資金支出  

業務活動による収入   業務活動による支出  

 診療業務による収入 11,688  給与費支出 6,663 

 運営費負担金による収入 513  材料費支出 2,607 

 その他の業務活動による収入 343  その他の業務活動による支出 2,351 

投資活動による収入   投資活動による支出  

  運営費負担金による収入 142  有形固定資産の取得による支出 491 

 その他の投資活動による収入 15  その他の投資活動による支出 70 

 財務活動による収入   財務活動による支出  

 長期借入による収入 436  長期借入金の返済による支出 89 

 その他の財務活動による収入 -  移行前地方債償還債務 

 の償還による支出 

311 

   その他の財務活動による支出 29 

前期中期目標の期間よりの繰越

金 

4,046  次期中期目標の期間への繰越金 4,573 
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16. 参考情報 

（1）要約した財務諸表の科目の説明 

 ①貸借対照表 

  固定資産 

   有形固定資産  ： 土地、建物、医療用器械備品等 

   無形固定資産  ： ソフトウｴア、電話加入権 

   投資その他の資産 ： 投資有価証券、長期貸付金、破産更生債権等、長

期前払消費税等 

流動資産 

   現金及び預金  ： 現金、預金 

   未収金   ： 医業収益等に対する未収金 

   たな卸資産  ： 医薬品、診療材料、給食材料等 

   その他   ： 未収収益等 

 

 固定負債 

   長期借入金  ： 返済期限が 1年超の借入金 

      引当金      ： 将来支払われる退職給付に備えて設定される引当 

(退職給付引当金)   金 

   長期リース債務  ： 支払期限が 1年超のリース取引にかかる債務 

   その他   ： 資産見返負債、移行前地方債償還債務 

 

  流動負債 

   一年以内返済予定長期借入金：返済期限が一年以内の借入金 

   未払金   ： 未払債務 

   短期リース債務  ： 支払期限が一年以内のリース取引にかかる債務 

引当金           ： 支給対象期間に基づき定期に支給する職員賞与 

（賞与引当金）    に対する引当金 

   その他   ： 未払費用、預り金等 

   

  純資産 

   資本金   ： 設立団体による出資金 

   資本剰余金      ： 資本金及び利益剰余金以外の純資産であり、贈与  

資本及び評価替資本が含まれる 

   繰越欠損金   ： 業務に関して発生した剰余金の累計額 

    

 ②行政コスト計算書 

  損益計算上の費用   ： 損益計算書における経常費用、臨時損失 

 

 ③損益計算書 

  医業収益 ： 医業（入院診療、外来診療、公衆衛生活動、医療 

相談等）に係る収益等 

  看護学校事業収益   ： 授業料、入学金等にかかる収益等 
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  居宅介護事業収益   ： 居宅介護事業（居宅介護支援、訪問看護、訪問リ

ハビリ、居宅サ―ビス事業）における収益 

  その他収益   ： 運営費負担金、補助金、寄附金等 

  医業費用 ： 医業（入院診療、外来診療、公衆衛生活動、医療 

相談等）に要する給与費、材料費、経費、減価償 

却費,研究研修費等 

  看護学校事業費用   ： 看護師養成所の運営にかかる給与費、経費、減価

償却費等 

  居宅介護事業費用   ： 居宅介護事業（居宅介護支援、訪問看護、訪問リ

ハビリ、居宅サ－ビス事業）に要する給与費、経 

費、減価償却費等 

     その他費用        ： 一般管理費、支払利息、貸倒引当金繰入額、資産

取得にかかる控除対象外消費税償却等 

  臨時利益    ： 貸倒引当金戻入額 

  臨時損失    ： 固定資産除却損 

 

 ④純資産変動計算書 

   当期末残高  ：貸借対照表の純資産の部に記載されている残高 

     

 ⑤キャッシュ・フロー計算書 

   業務活動によるキャッシュ・フロー：通常の業務の実施に係る資金の状

態を表す 

   投資活動によるキャッシュ・フロー：有価証券の償還による収入及び 

取得による支出、定期預金の払戻 

による収入及び預入による支出、 

固定資産の取得による支出など 

   財務活動によるキャッシュ・フロー：長期借入金の借入による収入及 

び返済による支出、リース債務の 

返済による支出など 

（2）その他公表資料等との関係の説明 

   事業報告書に関する報告書として、以下の報告書等を作成し、ホームペ 

ージにおいて公表しています。 

   ●第Ⅱ期中期目標、第 2期中期計画、令和 5年度年度計画 

   ●業務実績報告書 

   ●財務諸表等（財務諸表、附属明細書、決算報告書）等 
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